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横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」指定管理業務 仕様書 

 

１．趣旨 

本仕様書は、横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」（以下「ゆっぷる」とい

う。）設置条例第１０条に基づく指定管理者の公募にあたり、ゆっぷるの管理運営業務

（以下「本業務」という。）の内容及びその範囲等、履行方法について定めるものであ

る。 

 

２．管理運営に関する基本的な考え方 

  ゆっぷるは、「温泉を活用した交流及び休養の場を提供し、市民の健康及び福祉の増

進を図り、併せて一般外来者の利用に供すること」を目的に設置された施設であり、

管理運営にあたっては、次に掲げる項目に基づき行うものとする。 

（１）市民の平等かつ公平な利用を確保すること。 

（２）施設の設置目的に基づき、施設の特性を最大限に発揮するとともに、利用者に 

快適で安全な利用を供することができるよう適正な維持管理を行うこと。 

（３）利用者の意見及び要望等を真摯に受け止め、サービスの向上に努めるとともに 

利用促進を図ること。 

（４）事業計画書等に基づき効率的な運営を行い、管理運営費の節減に努めること。 

（５）利用者及び周辺住民等の安全・安心に配慮した施設の維持管理を行うこと。 

（６）市の総合計画及び各種分野別計画等に基づき、市が実施する施策に協力するこ 

と。 

 

３．施設等の概要 

（１）名称  ：横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」 

（２）所在地 ：横手市平鹿町醍醐字沢口１６６番地 

（３）設置目的：市民の健康及び福祉の増進を図るための施設 

（４）設置条例：横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」設置条例 

（平成１７年横手市条例第１００号） 

（５）建物構造：鉄筋コンクリート及び木造 

（６）敷地面積：８，８４８㎡ 

（７）延床面積：１，５５５．７７㎡ 

（８）施設機能：大浴場２室、宿泊部屋９室、大広間２室、中広間２室 

            その他（交流サロン、レストラン、売店ほか） 
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４．指定期間 

 令和８年１０月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

５．指定管理業務 

（１）指定管理業務 

    ゆっぷるの指定管理業務については、次のとおりとする。 

 ① 食事提供を含む施設の運営に関すること。 

② 施設（設備及び備品も含む）の管理に関すること。 

③ 施設の利用許可に関すること。 

④ 施設の料金徴収に関すること。 

⑤ その他施設の運営に関すること。 

（２）市の目標及び成果の基準 

   ゆっぷるの運営上の目標値並びに成果達成の基準は次のとおりとする。 

 年度 8年度 9年度 10年度 11年度 

指標①：利用者人数 

 目標値（人） 61,000 126,000 130,000 130,000 

指標②：事業収入 

 目標値（千円） 58,129 120,192 124,066 124,066 

 

６．管理の基準 

（１）開館時間及び休館日 

    施設の開館時間及び休館日については、以下のとおりとする。ただし、指定管理 

者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得たうえで変更することができる。 

① 開館時間：午前６時から午後９時（３月～１２月） 

     午前７時から午後９時（１月・２月） 

② 休館日 ：毎月第３水曜日 

（２）施設の利用料金 

① 指定管理者は、施設を利用するもの（以下「利用者」という。）から利用料金を 

徴収する。 

② 施設の利用料金は指定管理者の収入とする。 

③ 利用料金は、施設の設置条例で定める使用料（別紙 料金表）を基準とし、指定 

管理者は、その範囲内において市長の承認を得て利用料金を定めるものとする。 

  これを変更しようとするときも同様とする。 

④ 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金をゆっぷるにおいて公衆の見やす 
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 いように掲示しておかなければならない。 

（３）利用料金の減免 

施設の使用料減免については、横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」設 

置条例に基づき、公益上特に必要があると認めた場合は、市長の承認を得て利用料 

金を減額し、又は免除することができる。なお、以下の事業は減免すること。 

  【減免対象事業等】 

名称 減免基準 減免内容 
利用者数 

（見込） 

回数券購入

特典 

回数券 1 冊（大人 5 回分）購入毎

に、無料サービス券（大人 1回分）

を付与。 

入館料（大人

1回分） 7,400人 

スタンプサ

ービス 

大人利用 1回（割引以外）につきス

タンプ 1個を押し、18個分で大人 1

回分が無料。 

入館料（大人

1回分） 3,500人 

平鹿地域市

民農園利用

者特典 

大人利用 1回につき 160円の減免。

利用者を含め 3名まで適用。期間は

5/1～12/31。 

160円／ 

大人 1回 300人 

かまくら・ 

ライド 

イベント参加者の入館料（入湯税を

除く）が無料。期間はイベント開催

日を含む 3日間。 

入館料 1 回

分（入湯税を

除く） 

20人 

横手市勤労

者互助会に

よる施設保

養利用契約 

横手市勤労者互助会会員優待券を

提示した個人 

入浴料の半

額を減免 

160人 

 

（４）利用の制限 

横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」設置条例第１４条に該当する場合 

には、利用の許可をしないことができる。また、同条例第１８条に該当する場合に 

は、利用の許可の条件を変更または利用停止、若しくは利用許可を取り消すことが 

できる。 

（５）遵守すべき法令等 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

② 横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」設置条例 

（平成１７年横手市条例第１００号） 

③ 横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」管理規則 

（平成１７年横手市規則第７１号） 
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   ④ 横手市入湯税条例（平成１７年横手市条例第８７号） 

（６）個人情報 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合には、その

取り扱いに十分留意し、漏えい・滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な

管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

（７）情報公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書等で指定管理

者が管理しているものの公開については、横手市情報公開条例（平成１７年横手

市条例第２３号）の趣旨に即して、別途情報公開規程等を定めるなど適正な情報

公開に努めるものとする。 

（８）文書の管理及び保存 

指定管理者が指定管理業務に伴い作成又は受領する文書等は、市の文書事務に

関する諸規定に基づいて、別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理・保

存しなければならない。 

（９）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏

らしたり、自己の利益のために使用しないものとする。なお、指定期間終了後も同

様とする。 

（１０）環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めるものと

する。 

① 環境に配慮した商品・サービス購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄物 

にあたっては資源の有効活用や適正処理を図ること。 

② 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取 

り組みを推進すること。 

③ 化学物質・感染症廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故 

を防止すること。 

④ 施設の利用者等に対して環境の保全及び創造に関する情報提供に努めるととも 

に、業務に関わる者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

（１１）賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施にあたり、市の責任に帰すべき理由による事故により第三 

者に与えた損害については、施設設置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者

が行う管理に起因する事故により第三者に与えた損害については、指定管理者が賠

償責任を負うため、想定される損害賠償請求に対応できるよう任意の賠償責任保険
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に加入するものとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊について、市は指定管理者 

に対して損害を請求することができるものとする。 

 

７．業務内容 

（１）施設の運営に関すること 

① 人員の配置等に関すること。 

    ア 本施設内に責任者１名を常時配置すること。 

   イ 本施設の業務に必要な人員を配置すること。 

ウ 必要に応じて有資格者を配置すること。 

    エ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、施設の運営に支障がな

いようにすること。 

    オ 業務体制が明確化できるよう業務分担表を作成すること。 

    カ 職員に対して、管理運営及び事業実施に必要な研修を行うこと。 

② 緊急時等の施設管理に関する業務 

    ア 自然災害、人的災害、自己及び自らが原因者・発生源になった場合等のあら 

ゆる緊急事態等があった場合は、遅滞なく適切な措置を講じたうえで、市を 

はじめ関係機関に通報すること。 

イ 市指定避難所施設については、市内で災害等が発生し、避難者が発生する恐 

れがある場合は、市の指示により、施設を避難所として開設・運営すること 

とする。ただし、やむを得ず市の指示ができない場合は、指定管理者の判断 

により施設を開放したのち、市に報告するものとする。 

（２）施設（設備及び備品も含む）の管理に関すること 

   ① 建物保守管理 

ア 内部及び外観の日常点検、定期点検による破損・故障個所等の早期発見 

に努めること。 

イ 軽微な損傷個所については、指定管理者の判断に基づき速やかに補修を 

実施すること。 

   ② 設備保守管理 

     施設設備の保守管理については、以下のとおり実施すること。 

    浄化槽清掃（年１回） 

    浄化槽維持管理（年２４回） 

自家用電気工作物（年次点検、月次点検、臨時点検） 

受水槽清掃（年１回） 
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温水ボイラー保守点検（年３回） 

冷温水発生機保守点検整備（年２回） 

ファンコイル点検整備（年２回） 

サウナヒーター保守点検（年１回） 

貯湯タンク清掃点検（年１回） 

フロント管理システム保守 

  ③ 備品等の保守管理 

      ア 市所有の備品及び車両等については、無償で貸与する。 

  イ 市備え付けの厨房設備、備品以外の物品等で、飲食提供にあたり必要な物 

品等については指定管理者の費用負担により用意すること。また、市備え 

付けの物品等を使用する場合にあっては、予め機能及び状態を十分確認 

すること。 

      ウ 物品については、物品管理簿等により適切に管理すること。 

      エ 破損や不具合等が生じた場合は、速やかに市に報告を行うこと。 

④ 清掃業務 

ア 施設及び敷地内の環境を維持するため、清掃、洗浄、除草及び植栽の剪定 

など常に行い、清潔、良好な状態に保つこと。 

         イ 清掃等で発生したごみ等廃棄物は、分別を行い、施設内に集積した後、適

切に処理すること。 

     ウ 廃棄物は、可能な限り減量化やリサイクル化に努めること。 

⑤ 警備業務 

ア 施設内を適宜巡回し、不審者等の発見、施設の異常の有無の確認及び火災 

予防点検を行うこと。 

     イ 開館時間外については、機械警備を基本として、必要に応じて巡回警備を 

行うこととし、異常の発生に際しては、速やかに対応できる体制を整える 

こと。 

⑥ 危機管理業務 

      ア 災害発生時における通報連絡体制の確立や対応マニュアルの整備を行い、 

的確かつ迅速に対応できるよう努めるとともに、定期的な避難訓練、防火 

訓練等を実施すること。 

      イ 防火管理者を選任すること。 

⑦ 第三者等への業務の委託 

     施設の設置目的を達成するために実施する主要な業務については、指定管理者 

自らが実施することを原則とし、管理運営業務の全般を第三者に委託すること 



7 

 

はできない。ただし、建物等の維持管理に関する業務（設備の保守点検、清掃、 

警備等）など当該業務の一部について第三者に委託することはできるものとす 

る。 

（３）施設の利用許可に関すること 

① 施設の貸館業務に関すること。 

    ア 施設の利用申請を受け付け、利用を許可すること。 

    イ 利用許可申請等に係る事務は速やかに行うこと。 

    ウ 施設の利用にあたっては、利用者と十分に事前打合せを行うこと。 

    エ 市事業（共催を含む）については、優先的に利用できるよう配慮すること。 

     ※現時点で市が利用する予定の事業 

事業名 利用日時 利用場所 

平鹿りんご味覚まつり 毎年１１月３日 駐車場 

② 施設の案内業務に関すること。 

    ア 各種利用のための書類及び利用相談に対して適切に応対すること。 

    イ 電話等による問合せや施設見学等へ適切に対応すること。 

    ウ ホームページの作成等広く利用促進に向けた周知を図ること。 

（４）飲食提供に関すること 

食事提供にあたり、基準額（食堂部門経費）をもとに、利用者に対し十分な品質

が確保された食事を提供すること。 

（５）その他業務 

① 事業計画書及び収支予算書の作成 

毎年度、市が指定する期日までに、次年度の事業計画書及び収支予算書につい 

て、市と調整を図ったうえで作成し、提出すること。 

② モニタリングの実施 

市は、指定期間中に業務の履行状況を把握するため、次のとおりモニタリング 

を実施する。 

ア 定期報告…月１回作成し、市に提出すること。 

イ モニタリングシート作成…毎年９月末日で実施し、市に提出すること。  

  ③ 指定管理評価の実施 

市は、指定管理期間内の業務の履行状況並びに次期指定管理の業務水準等を 

把握するため、指定期間満了年度に評価を実施する。その際、指定管理者によ 

る自己評価も実施するものとする。 

④ 施設利用者及び市民へのアンケートの実施 

施設利用者等の利便性の向上等の観点から、アンケート等を実施し、施設利用 
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者及び市民の意見や苦情等を聴取し、その結果に基づき、業務改善を図るもの 

とする。 

⑤ 事業報告等について 

会計年度終了後、２カ月以内に次に挙げる事項を記載した事業報告書及び収支

決算書を作成し、市に提出するものとする。 

ア 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況 

イ 利用者実績及び利用料金の収入実績 

ウ 指定管理施設の管理経費の収支状況 

エ 保守点検の実績 

オ その他市が必要と認める事項 

⑥ 是正勧告への対応 

    モニタリング等の実施結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断 

した場合、市は是正勧告を行う。当該対象となった事項に改善が見られない場 

合、市は指定管理者に対する支払いの停止、支払額の減額又は指定管理者への 

指定の取り消し等の措置を行うことができる。 

 

８．経費に関する事項 

（１）指定管理料 

施設の運営経費について、利用料金のみで賄えない場合は、一定の基準により 

   市から指定管理料を支払うこととし、金額及び支払い時期は、協議のうえ、協定に 

定める。 

（２）施設使用料 

本施設の使用料については、利用料金制とし、指定管理者の収入とする。利用料 

   金額については、条例の定める範囲内で、市長の承認を得て決定する。 

（３）経理規程 

    本業務にあたり、経理規程を策定し、適切な事務を行うこととする。なお、すで 

に事業者の経理規程がある場合においても指定管理業務に関する経理規程を別途 

作成するものとする。 

（４）管理口座 

指定管理者は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、本業務 

固有の銀行口座を開設するものとする。 

 

９．指定期間満了後の事務引き継ぎ 

  指定管理者は、その指定期間満了時において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、 
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本施設の管理運営業務を遂行できるように引き継ぎを行うものとする。 

 

１０．業務の継続が困難になった場合等の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速 

やかに市に報告しなければならない。その場合の措置については、次のとおりとする。 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

   指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又は 

そのおそれが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、 

期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合、指定管理者 

がその期間内に改善することができなかった場合等には、市は指定管理者の指定の 

取り消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

（２）指定が取り消された場合等の賠償 

   上記（１）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部 

が停止された場合、指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 

（３）不可抗力等による場合 

    不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、 

業務の継続が困難となった場合、市と指定管理者は、業務継続の可否等について 

協議を行い、継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の指定の取り消し、又は 

業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

 

１１．原状回復 

  指定管理者は、協定の期間が満了、指定が取り消された場合、協定を解除された場 

合は、市の指示に基づき原状に復して市に引き渡さなければならない。ただし、市が

原状回復を要しないと認めた場合はこの限りではない。 

 

１２．市と指定管理者のリスク分担 

  市と指定管理者のリスク分担は、別表リスク分担表のとおりとする。ただし、別表 

に定める事項で疑義がある場合又は別表に定めのないリスクが生じた場合は、市と指 

定管理者が協議の上リスク分担を決定するものとする。 

 

１３．監査への協力 

  指定管理者は、市の監査委員による監査及び外部監査人による監査の対象となった 

場合には、積極的に協力しなければならない。 
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１４．その他 

指定管理者は、管理運営業務を実施するために必要な官公庁の免許、許可及び認可

等を受けていること。また、個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務に

ついて当該委託先がそれぞれ上記免許、許可及び認可を受けていること。 

行政財産の目的外使用許可など市の決定権限に属する申請及び問合せについては市

に連絡すること。 

指定管理者が施設の管理運営業務に係る各種規定、要綱等を定める場合は、あらかじ 

め市と協議を行い、市長の承認を得ること。 

本仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処理について疑義が生 

じた場合、又は本仕様書に定めのないものについては、市と協議し決定する。 



◆横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」 別表（料金表）

通常料金

（税込）

繁忙期料金

（税込）

大人（和室1室1名） 入浴料・入湯税含む 7,500 9,750
大人（和室1室2名以上 ） 入浴料・入湯税含む 6,000 7,800
小学生 入浴料含む 3,800 4,940
広間使用料（中広間：５時間以内） 6,500
広間使用料（中広間：５時間超）１時間につき 1,300
広間使用料（大広間：５時間以内） 13,000
広間使用料（大広間：５時間超）１時間につき 2,600
宿泊室使用料（５時間以内）４人以下 3,500

700
宿泊室使用料（５時間超）１時間につき 840
大人(1人1時間につき） 入湯税含む 600
大人(1人2時間につき） 入湯税含む 700
大人(1人3時間につき） 入湯税含む 800
大人(1人3時間超） 入湯税含む 1,200
小学生(1人1時間につき） 300
小学生(1人2時間につき） 350
小学生(1人3時間につき） 400
小学生(1人3時間超） 600

3,000
3,500
4,000

※ 繁忙期【ゴールデンウィーク：4/28～5/5、お盆：8/12～8/16、

　大曲の花火：8月最終土曜日、年末年始：12/29～1/3】

区分

入

館

料

宿

泊

料

特

別

使

用

料 宿泊室使用料（５時間以内）４人を超え、１人につき

回数券（300円）　12枚綴り（10枚+サービス券２枚）

回数券（350円）　12枚綴り（10枚+サービス券２枚）

回数券（400円）　12枚綴り（10枚+サービス券２枚）



（別表）

リスク分担表

指定 分担

管理者 （協議）

募集要項等応募書類の記載誤りによるもの ○

協定締結遅延や不成立リスク
協定不成立及び協定締結に時間を要する場合にお
ける費用負担等

○

準備に係るリスク
指定管理基本協定書締結から指定期間開始までの
期間における準備に関する費用負担等

○

施設の設置基準等法令変更により、施設整備や職員
の必置など管理運営業務に大きな影響を及ぼすもの

○

上記以外の管理運営面で対応できるもの ○

消費税（地方消費税を含む）率等の変更 ○

その他管理運営に影響をするもの ○

収支計画に多大な影響を与えるもの ○

それ以外のもの ○

金利変動等に関するリスク 資金の調達や金利変動に伴うリスク ○

施設の効用を増加させるような増改築や期間の定め
られた指定管理者が負担するには不適当な大規模
な修繕

○

小破修繕や本来の効用持続年数を維持するための
修繕

※当該年度の修繕累計額が、指定管理料で算定し
た金額を超えた場合は協議とします。

指定管理者の故意又は過失による費用負担 ○

指定管理者が設置した設備・備品 ○

不可抗力リスク
不可抗力（暴風・豪雨・洪水・地震・落盤・火災・騒乱・
暴動など市または指定管理者のいずれの責に帰すこ
とができないもの）によるもの

○

施設設備等の設計・構造上の瑕疵によるもの ○

指定管理者の管理上の瑕疵によるもの ○

施設設備等の設計・構造上の瑕疵による臨時休館等 ○

市又は指定管理者の責に帰すべき臨時休館等 ○

指定の取消等に関するリスク
指定管理者の指定の取消、又は期間を定めた管理
の業務の停止における費用負担等

○

市に帰責事由があるもの ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

市と指定管理者の両者、または被害者・他の第三者
等に帰責事由があるもの

○

施設担当課：平鹿地域課

施設名称：横手市平鹿ときめき交流センター「ゆっぷる」

※

指定管理者の管理上の瑕疵によ
るもの

管理の中断に関するリスク

50万円以上 50万円未満

種　類 内　容
実施区分

市

応募・申請に係るリスク
申請に係る費用負担や申請書類の記載及び内容の
誤りによるもの

○

利用者等への損害賠償

法令等の変更によるリスク

税制度の変更によるリスク

物価変動等に関するリスク

施設設備等の損傷に関するリス
ク


